
「島根県農林水産基本計画（素案）」に対する意見と回答等（水産）

頁 意見 回答等

1
　新アユ種苗センターへの取り組みについて支援頂きたい。 　県は、今後、優良種苗の安定生産等に向けた技術的支援を

行っていく考えである。

2

　内水面は、県外からの遊漁者が多い程、地元での経済効果が
大きい。そのためアユ資源は重要なものである。
　カワウの食害被害は、アユを中心に水棲動物の被害は深刻で
ある。少ない資源を守るため県としてカワウ駆除の実施等を考
えて頂きたい。現在単協独自で駆除等は行っているが、カワウ
は隣河川や他県からも飛来してくるため、被害の軽減に繋がっ
ていない。

　河川流域の経済において、アユは漁業資源として、また遊漁
などの観光資源としても重要であると認識している。
　カワウ対策については現状でも有害鳥獣として県の対策事業
の中で、各団体が実施している駆除・追い払い等の取り組みを
支援している。

3 P139

　内水面漁業について、高津川のアユ天然遡上（他の天然遡上
のある、江川、三隅川、神戸川、斐伊川等含む）は表にあるよ
うに平成26年から極端に遡上不良が続いている。これだけ遡上
不良が継続的になると、日本海の状況が良くなるまで放流に頼
るしかないので、支援いただきたい。

4 P137

　内水面漁業について、高津川の天然あゆ遡上は表にあるよう
に平成26年から極端に減少し、現在も遡上不良が続いている。
ここまで遡上不良が継続的になると、海の状況が良くならない
限り放流によるアユ資源に頼るしかないので支援頂きたい。

5
内水面のアユ放流についてご支援をお願いしたい。 　今後、優良種苗の安定生産等に向けた技術的支援に重点化し

ていく考えである。

6

　優良種苗の放流による資源安定化について、天然遡上アユが
激減しているなかで、組合経営は逼迫しており、いくら優良な
種苗が生産されても、放流量を増やす資金がない状態である。
経費の掛かる種苗放流では資源の回復は望めないため、「しま
ねの鮎づくりプラン」等により天然遡上を増やす方向で対策を
講じてきており、今後も天然遡上を増やすための指導および助
成をお願いしたい。

　放流後の生残率の向上を図ることで、産卵量の増加などによ
り省コストの増殖も可能であり、アユ資源の安定化のために
は、高い生残率が期待できる地場産系アユの優良種苗の放流に
取り組む必要があると考えている。

7 P137

　「これまでの進め方の課題」の中で内水面漁業について、特
に河川について天然鮎を増やすための調査研究をされておりま
すので、もう少し具体的な内容を記述して頂きたい。

8
　計画全般について、もう少し内水面漁業（河川）の中でアユ
についての課題、取り組み、今後の進め方についてシジミ同様
に計画に取り入れて頂きたい。

9 P139

　内水面漁業について（２）の中で放流種苗の有効活用は重要
ですが、大河川は天然アユのウェイトが高いため、天然資源の
回復は重要です。天然資源回復のための調査研究を記述して頂
きたい。

　放流後の生残率の向上を図ることが、産卵量を増やし、天然
資源の増加につながるため、アユ資源の安定化のためには、優
良種苗の放流に重点を移して取り組む必要があると考えてい
る。

10

　アユの食害であるカワウ対策について、アユ資源が減少して
いるなか、カワウの食害は内水面漁業にとって深刻な状況にあ
ります。現在、単協ごとに補助金を活用して追い払いや駆除な
どの対策に取り組んでおりますが、広範囲に飛来するため、有
効的な対策に至っておりません。カワウの広域的な対策につい
て計画に取り入れて頂きたい。

　県としては、取り組むべき喫緊の課題は、種苗放流による資
源の安定化と考えている。なお、カワウ対策については現状で
も有害鳥獣として県の対策事業の中で、各団体が実施している
駆除・追い払いを支援している。

アユの天然遡上量の減少については、島根県だけでなく、西
部日本海に面した広い範囲で見られている。
　この基本計画では、天然遡上量の急激な回復が望めない中、
地場産系アユ種苗など本県の環境に適した優良アユ種苗の放流
は、放流後の生残率の向上、ひいては産卵量の増加などの天然
資源も含めた資源の安定化につながるものと考えており、優良
種苗の安定生産や放流後の生残率向上に向けた技術的支援を
行っていく。

　内水面漁業のアユについては、P.139でこれまで取り組んで
きた天然遡上を増やすための取り組みを総括し、今後、重点的
に取り組んでいく優良種苗の安定生産や放流後の生残率向上に
向けた技術指導について記述している。
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